
 

第２２期第２７回 
松浦海区漁業調整委員会  

 
 
 

日時 令 和 5年 9月 25日 （ 月 ） 15時 〜 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（１） あわび漁業特認許可方針（案）について（諮問）                Ｐ2 〜Ｐ5 
（２） 試験養殖について（協議）                   Ｐ6 〜Ｐ17 

高串支所におけるワカメ試験養殖 
（３） 令和４年度全国海区漁業調整委員会連合会要望活動結果（報告）  Ｐ18 〜Ｐ31                     
（４） 令和５年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議） Ｐ32 〜Ｐ53                  
（５） その他 
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あ わ び 漁 業 特 認 許 可 方 針 （ 案 ）  
 
第 １  制 限 措 置  
（ １ ） 漁 業 種 類  
    あ わ び 漁 業 （ す も ぐ り ）  
（ ２ ） 許 可 又 は 起 業 の 認 可 を す べ き 漁 業 者 の 数  
   １ ０ 人  
（ ３ ） 推 進 機 関 の 馬 力 数  
    制 限 な し  
（ ４ ） 操 業 区 域  

次 の ア 、 イ 、 ウ 、 エ の 各 点 を 順 次 結 ん だ 直 線 と 最 大 高 潮 時 海 岸 線 に
よ り 囲 ま れ た 海 面 の う ち の 佐 賀 県 玄 海 海 域 。 た だ し 、 共 同 漁 業 権 漁 場
を 除 く 。  

ア  福 岡 県 糸 島 市 二 丈 町 串 崎  
イ  福 岡 県 糸 島 市 二 丈 町 串 崎 と 唐 津 市 相 賀 崎 を 結 ん だ 直 線 と 、 唐 津 市 高

島 と 福 岡 県 糸 島 市 志 摩 姫 島 を 結 ん だ 直 線 と の 交 点  
ウ  唐 津 市 高 島 南 東 端  
エ  唐 津 市 東 唐 津 「 旧 唐 津 シ ー サ イ ド ホ テ ル 東 館 」 西 角  

（ 北 緯 33度26分54.41秒・ 東 経 129度59分25.87秒） 

（ ５ ） 漁 業 時 期  
   １ ２ 月 ２ １ 日 か ら 翌 年 １ ０ 月 ３ １ 日 ま で  
（ ６ ） 漁 業 を 営 む 者 の 資 格  

①  操 業 区 域 に 接 続 す る 共 同 漁 業 権 を 有 す る 地 区 （ 唐 津 市 浜 玉 町 、 唐 津
市 高 島 又 は 満 島 の い ず れ か の 地 区 ） に お い て 漁 港 機 能 を 有 す る 施 設 を 拠
点 と し て 漁 業 を 営 も う と す る 者  

②  佐 賀 県 の 漁 船 原 簿 に 登 録 さ れ て い る 船 舶 を 使 用 す る 権 利 を 有 す る 者  
③  佐 賀 県 漁 業 調 整 規 則 （ 令 和 ２ 年 佐 賀 県 規 則 第 ６ ３ 号 。 以 下 、「 規 則 」

と い う 。） 第 １ ０ 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者  
④  適 切 な 資 源 管 理 を 実 践 で き る 者  
⑤  漁 業 の 生 産 力 の 向 上 に 努 め よ う と す る 者  
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第 ２  許 可 の 有 効 期 間  
   １ 年 以 内  
 
第 ３  申 請 す べ き 期 間  
   令 和 ５ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 ま で  
 
第 ４  許 可 の 基 準  
   申 請 数 が 、 １ ０ 件 を 超 え る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 優 先 順 位 に よ り 許 可 又 は

起 業 の 認 可 を す る 者 を 定 め る 。 た だ し 、 同 順 位 で あ る 者 相 互 間 の 優 先 順 位
は 抽 選 に よ る 。 な お 、 規 則 第 ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限
り で な い 。  

（ １ ） 前 回 の 漁 業 時 期 に お い て 、 当 該 知 事 許 可 漁 業 の 許 可 を 有 し て い た 者
（ ２ ） ２ ０ １ ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 か ら ２ ０ ２ ２ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 ま で の 期 間 に お い
  て 、 あ わ び の 水 揚 げ の 実 績 が あ る 者  
（ ３ ） 当 該 知 事 許 可 漁 業 以 外 の 知 事 許 可 漁 業 の 許 可 を 有 し て い る 者  
（ ４ ） 上 記 （ １ ） か ら （ ３ ） に 該 当 し な い 者  
 
第 ５  条 件  
（ １ ） 松 浦 瀬 の 中 心 よ り 半 径 ２ ５ ０ メ ー ト ル 以 内 の 区 域 以 外 で は 操 業 し て は

な ら な い 。  
松 浦 瀬 の 中 心 （ 世 界 測 地 系 ）  

北 緯 ： ３ ３ 度 ２ ８ 分 ０ ６ 秒  
東 経 ： １ ３ ０ 度 ０ ０ 分 ４ ２ 秒  

 
（ ２ ） 操 業 時 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

１ ２ 月 ・ ・ ・ ・ 午 前 ７ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ０ ０ 分 ま で  
１ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 午 前 ７ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ３ ０ 分 ま で  
２ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 午 前 ７ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ６ 時 ０ ０ 分 ま で  
３ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 午 前 ７ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ６ 時 ０ ０ 分 ま で  
４ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 午 前 ６ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ま で  
５ 月 ・ ・ ・ ・ ・ 午 前 ６ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ま で  
６ 月 、 ７ 月 ・ ・ 午 前 ５ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ７ 時 ０ ０ 分 ま で  
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８ 月 、 ９ 月 ・ ・ 午 前 ６ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ６ 時 ３ ０ 分 ま で   
１ ０ 月 ・ ・ ・ ・ 午 前 ７ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ３ ０ 分 ま で  

（ ３ ） 操 業 に は 佐 賀 県 の 漁 船 原 簿 に 登 録 さ れ て い る 船 舶 を 使 用 す る こ と と
し 、 す も ぐ り を 行 う 者 は １ 隻 １ 名 と す る 。  

（ ４ ） 操 業 中 は 、 県 が 指 定 す る 操 業 標 旗 を 船 舷 上 ３ .０ メ ー ト ル 以 上 の 高 さ
に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  
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理由書 

 

佐賀県玄海漁業協同組合高串支所・高串地区（以下、高串地区）の主な漁業種

類は、沿岸イカ釣り漁業、いわし網漁業、小型底びき漁業、かき養殖漁業、魚類

養殖漁業等である。 
しかしながら、全国的な傾向と同じく、高串地区においても、漁業を取り巻く

環境は年々厳しさを増し、資源の減少、魚価の低迷、後継者不足、漁業者の高齢

化など、様々な問題を抱えている。 
特に、高串地区ではかき養殖漁業については主とする漁船漁業と兼業して営

んでいるが、昨今ではカキの単価が低迷している。そのような中、より効率的で

漁業収入が見込めるワカメ養殖をさらに兼業することを検討しており、ワカメ

の試験養殖に取り組むことにした。  
また、高串地先には、かき垂下式養殖業区画漁業権漁場松区第 521 号（以下、

「松区第 521 号」という）があるが、この区画は外洋からの風波の影響を受け

やすく、垂下したカキが落下してしまうため、松区第 521 号のカキ垂下式養殖

区画漁業以外での有効活用が検討されている。 
そこで、玄海水産振興センター指導の下、松区第 521 号の一部を利用してワ

カメの試験養殖を行い、今回の試験養殖で得られる各種データを、ワカメ養殖区

画漁業権免許の取得のための根拠データとするとともに、本養殖を実施する際

の基礎データとする。 
 

 
住 所 佐賀県唐津市海岸通 7182 番地 233  
氏 名 佐 賀 玄 海 漁 業 協 同 組 合 

代表理事組合長 川嵜 和正  
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ワカメ養殖試験計画書 

 

佐賀県玄海漁業協同組合高串支所・高串地区（以下、高串地区）の主な漁業種類は、沿岸イカ釣り漁

業、いわし網漁業、小型底びき漁業、かき養殖漁業、魚類養殖漁業等である。 

しかしながら、全国的な傾向と同じく、高串地区においても、漁業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、資

源の減少、魚価の低迷、後継者不足、漁業者の高齢化など、様々な問題を抱えている。 

特に、高串地区ではかき養殖漁業については主とする漁船漁業と兼業して営んでいるが、昨今ではかき

の単価が低迷している。そのような中、より効率的で漁業収入が見込めるワカメ養殖をさらに兼業することを

検討しており、ワカメの試験養殖に取り組むことにした。  

また、高串地先には、かき垂下式養殖業区画漁業権漁場松区第 521 号（以下、「松区第 521 号」という）

があるが、この区画は外洋からの風波の影響を受けやすく、垂下したカキが落下してしまうため、松区第

521 号のカキ垂下式養殖区画漁業以外での有効活用が検討されている。 

そこで、玄海水産振興センター指導の下、松区第 521 号の一部を利用してワカメの試験養殖を行い、今

回の試験養殖で得られる各種データを、ワカメ養殖区画漁業権免許の取得のための根拠データとするとと

もに、本養殖を実施する際の基礎データとする。 

 

１． 試験の概要 

（１） 実施場所： 松区第 521 号（かき垂下式養殖業）漁場の一部（別図１のとおり） 

（２）実施期間：試験養殖の承認日～令和６年５月 

（３）試験内容 

ａ） 概要 

 ロープ延縄式 

ｂ） 養殖施設（別図２のとおり） 

 ・２５ｍ×1００ｍ＝２，５００㎡ １箇所 

 ・４０ｍの養殖ロープ６本を設置 

ｃ） 試験方法 

・令和 5 年 11 月に養殖施設（錨・ロープ等）の準備 

・１１月中旬に試験養殖開始（水温２０℃以下） 

・間引き等の管理、試験出荷を行いながら、養殖可能性を実証 

・令和６年５月末 施設撤去 

ｄ） 養殖スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

 R5.１１月   （中旬）  １２月  R6.１月  ２月  ３月  ４月 ５月末 

作業内容 
養殖施設 →試験養殖→  間引き等の管理、試験出荷     →片付け 

準備     開始 
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２． 安全対策 

施設の維持管理については、佐賀県玄海漁業協同組合高串支所が適切に管理を行う。 

 

３．その他 

（緊急時の措置） 

台風の接近などになり災害が起こる可能性が懸念される場合は、養殖施設の補強、撤去などの措

置を速やかに行うこととする。 

また、万一本試験養殖に起因する事故・トラブル等が発生した場合は、当支所で責任を持って対応

することとする。 

○ 緊急時の連絡先 

佐賀玄海漁業協同組合高串支所    0955-54-1134 
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要望項目
要望
内容

水
産
庁

外
務
省

海
上
保
安
庁

国
土
交
通
省

海
事
局

Ⅰ　海区漁業調整委員会制度について
　１　海区漁業調整委員会制度の堅持 ● ●

　２　海区漁業調整委員会の財政基盤の確保 △ ●

　３　新たな漁業関係法令の改正について ● ●

　４　海区漁業調整委員の資質向上について ● ●

Ⅱ　沿岸漁場の秩序維持について
　１　違法操業の取締強化等

　　①取締り体制の連携強化 △ ● △

　　②漁業監督吏員の資質向上 ○ ●

　２　「密漁もの」の流通防止

　　①「密漁もの」を排除する意識の指導・啓発活動 ● ●

　　②違法漁獲物の流通に対する監視体制の強化 ○ ○

　　③水産流通適正化法の制度の周知及び現場負担を軽減するための措置の実施 ● △

　　④シラスウナギ流通の透明化の推進 ● △

Ⅲ　太平洋クロマグロの資源管理について
　１　クロマグロ資源の適正利用

　　①資源管理評価結果に基づく漁獲枠の増枠の実現等 ● ○

　　②漁獲枠配分の公平な見直しと留保枠の有効活用等 △ △

　　③沿岸くろまぐろ漁業等のあり方について ○ ○

　２　定置網等における管理手法の確立および支援措置

　　①漁業種類ごとの特性に配慮した具体的な管理手法の提示等 ● ●

　　②漁獲回避支援措置等の予算確保と減収補填支援制度の創設 △ ●

　　③漁業収入安定対策の要件緩和措置の継続等 ● ●

　　④漁獲状況を把握するシステム構築 ● △

　３　遊漁者等の操業自粛措置 △ △

Ⅳ　沿岸資源の適正な利用について
　１　沿岸漁業と沖合(大臣許可)漁業の調整

　　①沿岸漁業と沖合漁業の共存共栄のための合意形成に向けた調整 ● △

　　②沖合漁業に対する沿岸漁業に準じた資源管理措置の指導と許可内容の見直し ● ●

　　③カツオ・スルメイカの沖合漁業と沿岸漁業の操業調整 ● ●

　　④海洋環境の変化への対応や大量漁獲規制による水産資源の適正管理 ● ●

　　⑤大型船の増トンやIQ導入による沿岸漁業との競合に対する調整 ● ●

　２　マサバ太平洋系群の適正利用

　　①産卵親魚の確保、未成魚の保護など資源管理の確実な履行の指導 △ △

　　②科学的根拠に基づく目標管理基準値の設定 ● ●

　　③漁業者の理解を得た資源管理の推進と減収の補償 △ ●

　３　カツオ資源の適正利用 ● △

　４　公海におけるサンマ、マサバ等の水産資源の適正利用 ● △

　５　沖合漁業の操業秩序の確立

　　①大中型まき網漁船付属船へのＶＭＳ設置の義務化と航跡情報の運用 △ △

　　②ＶＭＳを有効に活用した違反操業の抑止と取締強化 ● ●

　　③ＡＩＳを活用した事故防止・安全航行の指導 ○ ○ ○

R4比較[ ○:新規、△:内容変更、●:継続 ]

令和５年度全漁調連要望書　　要望内容及び国回答
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　望　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要望
内容

水
産
庁

外
務
省

海
上

保
安
庁

国
土
交
通

省
海
事
局

Ⅴ　漁業法改正後の制度運用について
　１　改正漁業法施行後の事務の円滑化について ● △

　２　新制度の円滑な運用について

　　①地域課題への対応における指導・助言 ● ●

　　②漁業権免許切替手続きにおける指導・助言 ● ●

　３　新たな資源管理措置等について

　　①魚種ごとに適確に評価し、ＴＡＣ導入を前提としない新たな資源管理の検討 △ △

　　②実行可能性の議論、漁業者等の理解と合意の上の慎重な対象種追加 △ △

　　③地域の漁業特性を考慮した資源管理措置の実施と減収対策 △ △

　　④新規参入者の確保、地域全体の産業を守る成長対策の具体化 ● △

　　⑤ＴＡＣ魚種の正確な漁獲量を把握する仕組みの整備 ○ ○

　　⑥定置網漁業の特性に応じた新技術の開発・普及 ○ ○

Ⅵ　外国漁船問題等について
　１　排他的経済水域の境界の画定（竹島など） ● ● ●

　２　漁業協定等の見直し・暫定水域等の操業秩序確立と資源管理

　　①日台漁業取決め適用水域の一部縮小と協議対象水域の拡張抑制 ● ● △

　　②日台漁業取決め適用水域での安全操業確保、台湾漁船のPI保険加入義務化 ● △ △

　　③韓国漁船の操業規制と日韓暫定水域の操業秩序確立 ● ● ●

　　④中国漁船の日中暫定水域やEEZ内の操業秩序確立とサンゴ網対策 ● △ ●

　　⑤ロシア水域における操業機会の確保、操業条件の緩和のための積極的な支援 △ ● △

　　⑥EEZ内ロシア漁船による漁具被害防止、補償及び漁獲割当量の適切な設定 ● △ △

　３　外国漁船の取締強化と漁業者の安全の確保

　　①外国漁船の違法操業を未然に防ぐための、監視・取締体制の強化 ● △ △

　　②外国公船や外国漁船の位置動向情報収集、漁船等との情報共有体制強化 ● △ ●

　　③外国漁船等の避泊にかかる、地元漁業や環境に対する影響の防止 ● ● △

　　④北朝鮮のミサイル発射の阻止、迅速な情報提供 △ ● △

　４　被害の救済（外国漁船による放置漁具による被害対策） △ △

Ⅶ　海洋性レジャーとの調整等について
　１　遊漁と漁業の調整

　　①遊漁マナーや漁業の基本的考え方に係る積極的な広報等の実施 ● △

　　②スピアフィッシングに対する規制強化 △ △

　　③遊漁者の資源利用の実態把握 △ △

　　④遊漁者に資源管理を行わせる体制整備 ○ ○

　２　プレジャーボート等の運航に係る安全性の確保と漁業被害の防止

　　①利用者に対する保険加入義務化、漁業被害を想定した被害保障の充実 ● ● ●

　　②利用者の把握や組織化等、新たな対策の検討 △ ●

　３　ミニボートによる危険行為の防止

　　①安全航行のための制度改正と反射板等の装置の必置 ● ● △

　　②海難事故や円滑な救難活動のための実効性ある対策の実施 ● ● △

　　③安全講習の義務化と所有者リストの整備 ● ● ●

　　④ミニボートの保険加入義務化とゴムボートの保険対象化 ○ △ ●

R4比較 [ ○:新規、△:内容変更、●:継続 ]

令和５年度全漁調連要望書　　要望内容及び国回答
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No. 要 望 事 項 提出県

1
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期
間の設定について 【一部変更】

福岡県連合

2
大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導強化について
【継続】

熊本県連合

3
大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域の見直し拡大
等について 【継続】

鹿児島県連合

4
我が国ＥＥＺ内におけるはえ縄漁船の操業禁止及び取締強化について【表現
変更】

福岡県連合

5 日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 【継続】 長崎県連合
6 日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 【継続】 長崎県連合
7 東シナ海における漁船の安全操業確保について【継続】 熊本県連合
8 日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 【継続】 鹿児島県連合
9 日台漁業取決めの見直しについて 【継続】 沖縄

10 日中漁業協定の見直しについて 【継続】 沖縄
11 クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について 【継続】 佐賀県連合
12 太平洋クロマグロの資源管理の推進について 【追加】 長崎県連合
13 太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 【追加】 宮崎

14
太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について
【継続】

鹿児島県連合

15 太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について 【継続】 沖縄
16 ミニボートによる危険行為の防止について 【継続】 佐賀県連合
17 ミニボート及びSUPによる海難事故の防止について【一部変更】 熊本県連合
18 海区漁業調整委員会制度について 【継続】 長崎県連合
19 海区漁業調整委員会の運営について 【表現変更】 大分
20 改正漁業法における新たな資源管理措置等について 【継続】 大分
21 新たな資源管理措置について 【新規】 福岡県連合
22 新たな資源管理の推進について 【新規】 長崎県連合
23 沿岸資源の適正な利用について 【新規】 宮崎
24 沿岸漁業と沖合漁業（大臣許可漁業）との調整について【新規】 長崎県連合
25 海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 【一部変更】 熊本県連合
26 違法操業の取締強化に向けた対応について 【継続】 沖縄

令和5年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る提案議題一覧
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

福
岡

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

（
１

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

 

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
【

一
部

変
更

】
 

 内
 

容
 

 
本

県
で

は
、
沿

岸
漁

業
者

の
経

営
安

定
や

資
源

保
護

を
図

る
た

め
に

魚
礁

設
置

等
に

よ
る

漁
場

造
成

事
業

、
水

産
資

源
の

管
理

、
種

苗
放

流
等

に
よ

る
資

源
の

維
持

増
大

及
び

経
営

の
合

理
化

等

の
取

組
を

積
極

的
に

推
進

し
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
ら

施
策

の
中

で
、
重

点
的

に
漁

場
造

成
事

業
を

実
施

し
て

い
る

漁
場

は
、
本

県
の

沿
岸

漁
業

者
が

優
先

し
て

活
用

で
き

る
漁

場
で

あ
る

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
 

沖
ノ

島
周

辺
の

人
工

礁
に

よ
る

漁
場

造
成

区
域

は
本

県
の

中
核

的
な

漁
場

で
あ

り
ま

す
が

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

可
能

区
域

と
重

複
し

て
い

る
た

め
、
本

県
沿

岸
漁

業
者

と
の

間
に

競
合

や
ト

ラ
ブ

ル
が

多
発

し
て

お
り

ま
す

。
 

さ
ら

に
、
本

県
の

基
幹

漁
業

で
あ

る
中

型
ま

き
網

漁
業

や
２

そ
う

ご
ち

網
漁

業
は

資
源

保
護

の

た
め

３
～

４
ヶ

月
の

禁
漁

期
間

を
設

定
し

て
い

ま
す

が
、
こ

れ
ら

沿
岸

漁
業

と
同

じ
魚

種
を

対
象

と
す

る
大

中
型

ま
き

網
漁

業
は

周
年

操
業

と
な

っ
て

お
り

、
沿

岸
漁

業
者

か
ら

操
業

期
間

統
一

の

強
い

要
求

が
あ

り
ま

す
。

 

 
 

 
上

記
の

こ
と

か
ら

沿
岸

漁
業

の
経

営
安

定
の

た
め

、
現

在
設

定
さ

れ
て

い
る

大
中

型
ま

き
網

漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

期
間

の
設

定
並

び
に

違
反

防
止

対
策

に
つ

い
て

、
次

の
事

項
を

要
望

し
ま

す
。

 

 １
 

本
県

沖
ノ

島
周

辺
海

域
で

は
大

規
模

な
漁

場
造

成
事

業
を

実
施

し
沿

岸
漁

業
の

振
興

と
資

源
の

涵
養

を
図

っ
て

お
り

、
当

該
海

域
の

大
中

型
ま

き
網

漁
業

及
び

沖
合

底
び

き
網

漁
業

の

操
業

禁
止

区
域

を
拡

大
す

る
こ

と
。

 

 ２
 

資
源

保
護

の
た

め
、

大
中

型
ま

き
網

漁
業

に
も

禁
漁

期
間

を
設

定
す

る
こ

と
。

 

 ３
 

従
来

か
ら

あ
る

操
業

禁
止

区
域

で
の

違
反

操
業

の
取

締
り

を
強

化
し

、
違

反
者

に
対

す
る

行

政
処

分
は

、
迅

速
厳

正
な

も
の

と
す

る
と

と
も

に
、

罰
則

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
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 /
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様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
並

び
に

適
正

操
業

の
指

導
強

化
に

つ
い

て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

 

本
県

、
天

草
沿

岸
域

に
お

い
て

は
、

水
産

資
源

の
維

持
保

全
と

沿
岸

漁
業
の

健
全

な
発

展
を

図

る
た

め
、

魚
礁

設
置

事
業

等
に

よ
る

漁
場

整
備

、
稚

魚
の

放
流

、
自

主
規

制
に

よ
る

資
源

管
理

等

を
積

極
的

に
推

進
し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

は
、

当
該

地
域

の

漁
業

振
興

を
図

る
う

え
で

大
き

な
問

題
と

な
っ

て
い

る
。
 

そ
の

た
め

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

当
海

域
で

の
操

業
秩

序
の

確
保

を
目
的

と
し

た
協

定
の

締

結
に

向
け

話
し

合
い

が
進

め
ら

れ
、

そ
の

結
果

関
係

者
の

協
議

が
整

い
、

平
成

１
８

年
に

国
と

県

の
立

会
に

よ
り

協
定

が
締

結
さ

れ
た

。
 

そ
の

後
１

０
数

年
が

経
過

し
た

が
、
こ

の
間

協
定

は
遵

守
さ

れ
、
操

業
秩

序
が

保
た

れ
て

い
る

。 

つ
い

て
は

、
今

後
と

も
関

係
者

の
協

議
の

継
続

が
不

可
欠

で
は

あ
る

が
、
沿

岸
漁

業
の

振
興

と

資
源

の
涵

養
を

図
る

た
め

、
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
等

に
つ

い
て

、
次

の

事
項

を
強

く
要

望
す

る
。

 

 １
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
操

業
禁

止
区

域
を

拡
大

す
る

こ
と

。
 

 
 

操
業

禁
止

区
域

に
係

る
操

業
調

整
の

整
っ

た
も

の
に

つ
い

て
は

、
随

時
操

業
の

条
件

と
し

て

内
容

を
盛

り
込

ん
で

頂
き

た
い

。
 

 ２
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
適

正
操

業
に

つ
い

て
指

導
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

大
中

型
ま

き
網

漁
業

の
操

業
に

つ
い

て
は

、
魚

礁
周

辺
で

の
集

魚
・
操

業
を

行
っ

て
い

る
な

ど
の

情
報

を
聞

い
て

い
る
と

こ
ろ
で

あ
る

。
 

こ
の

よ
う

な
大

中
型

ま
き

網
漁

業
者

の
操

業
は

、
水

産
資

源
の

維
持

回
復

を
図

る
観

点
か

ら
、
沿

岸
漁

業
者

に
と

っ
て

大
き

な
障

害
と

な
っ

て
い

る
た

め
、
沿

岸
漁

業
者

へ
配

慮
し

た
適

正
操

業
に

つ
い

て
十

分
な

指
導

を
強

化
す

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
３

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
に

お
け

る
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
拡

大

等
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

  
本

県
の

沿
岸

漁
業

を
取

り
巻

く
環

境
が

，
資

源
の

減
少

や
魚

価
の

低
迷

，
燃

油
価

格
の

高
止

ま

り
に

よ
る

収
益

の
減

少
な

ど
に

よ
り

厳
し

さ
が

ま
す

ま
す

増
大

し
て

い
る

中
，
沿

岸
域

に
お

け
る

資
源

の
維

持
増

大
と

沿
岸

漁
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
，
沿

岸
漁

業
者

自
ら

資
源

管
理

型
漁

業
に

一
丸

と
な

っ
て

取
り

組
ん

で
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
一

方
，
本

県
海

域
で

は
，
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
と

沿
岸

漁
業

と
の

間

に
お

い
て

漁
場

や
資

源
が

競
合

す
る

こ
と

か
ら

，
零

細
な

沿
岸

漁
業

者
は

，
当

該
漁

業
の

操
業

に

対
し

て
大

き
な

危
機

感
を

抱
い

て
い

る
。

 

 
つ

い
て

は
，
沿

岸
漁

業
の

振
興

と
資

源
の

涵
養

を
図

る
た

め
，
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合

底
び

き
網

漁
業

に
対

し
て

，
次

の
事

項
を

強
く

要
望

す
る

。
 

 １
 

鹿
児

島
・

熊
毛

及
び

奄
美

海
域

に
お

け
る

大
中

型
ま

き
網

漁
業

及
び

熊
毛

海
域

に
お

け
る

沖
合

底
び

き
網

漁
業

の
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
・

拡
大

を
図

る
こ

と
。

 

 ２
 
 
違

反
操

業
の

取
締

り
を

強
化

し
，

違
反

者
に

対
す

る
行

政
処

分
は

，
迅

速
厳

正
な

も
の

と

す
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
４

）
我

が
国

Ｅ
Ｅ

Ｚ
内

に
お

け
る

韓
国

は
え

縄
漁

船
の

操
業

禁
止

及
び

取
締

強
化

に
つ

い
て

 

【
表

現
変

更
】

 

 内
 

容
 

  
新

日
韓

漁
業

協
定
（

平
成

１
１

年
１

月
発

効
）
で

は
相

互
入

漁
が

原
則

と
な

っ
て

い
ま

す
が

、

そ
れ

以
降

我
が

国
EE

Z
内

で
韓

国
漁

船
に

よ
る

違
反

操
業

や
ト

ラ
ブ

ル
が

多
発

し
ま

し
た

。
 

こ
れ

を
受

け
、
両

国
漁

業
関

係
者

に
よ

る
民

間
協

議
の

結
果

、
平

成
２

０
年

に
日

韓
両

国
間

の
民

間
協

定
で

あ
る

EE
Z
内

漁
場

で
の

操
業

ト
ラ

ブ
ル

防
止

策
（

通
称

「
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
」）

が
実

施
さ

れ
た

こ
と

に
よ

り
、

大
き

な
ト

ラ
ブ

ル
の

発
生

は
減

少
し

ま
し

た
。

 

現
在

、
韓

国
と

の
相

互
入

漁
は

停
止

し
て

い
る

状
況

で
す

が
、
我

が
国

が
主

漁
場

と
す

る
海

域
は

、
韓

国
の

様
々

な
漁

業
種

に
と

っ
て

も
好

漁
場

の
た

め
、
相

互
入

漁
が

再
開

さ
れ

た
場

合
、

再
び

ト
ラ

ブ
ル

が
増

加
す

る
可

能
性

が
高

く
、
我

が
国

漁
業

者
は

韓
国

漁
船

に
相

当
な

注
意

を

払
い

な
が

ら
操

業
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な
り

ま
す

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
我

が
国

漁
業

者
が

安
心

し
て

操
業

で
き

る
よ

う
、
次

の
と

お
り

要
望

い
た

し
ま

す
。

 

 １
 

我
が

国
の

EE
Z
内

に
お

け
る

韓
国

漁
船

の
操

業
を

禁
止

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

取
締

り
強

化
に

よ
り

我
が

国
漁

船
の

安
全

操
業

を
確

保
す

る
こ

と
。

 

   

 
 

-34-



 
5 

/ 
28

 

 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
５

）
日

中
・

日
韓

新
漁

業
協

定
の

発
効

等
に

伴
う

今
後

の
対

策
等

に
つ

い
て

【
表

現
変

更
】

 

 内
 

容
 

日
中

・
日

韓
新

漁
業

協
定

の
発

効
後

は
、
政

府
間

交
渉

に
基

づ
く

相
手

国
排

他
的

経

済
水

域
で

の
操

業
条

件
を

設
定

し
相

互
入

会
を

行
っ

て
き

ま
し

た
が

、
現

在
は

、
操

業

条
件

等
が

折
り

合
わ

ず
中

断
し

て
お

り
、
ま

た
、
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
を

中
間

線

で
画

定
さ

れ
て

お
ら

ず
、

相
手

国
漁

船
に

対
し

て
我

が
国

の
権

限
が

及
ば

な
い

日
中

暫
定

措
置

水
域

、
日

韓
暫

定
水

域
な

ど
が

広
範

囲
に

設
定

さ
れ

て
お

り
、
こ

れ
ら

の
海

域
で

は
外

国
漁

船
が

占
有

し
て

、
我

が
国

漁
船

の
操

業
に

支
障

が
生

じ
る

と
と

も
に

、

水
産

資
源

の
悪

化
が

懸
念

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

 

 
こ

の
こ

と
か

ら
、
我

が
国

漁
業

者
が

、
東

シ
ナ

海
等

に
お

い
て

持
続

可
能

な
漁

業
を

展
開

し
て

い
く

た
め

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
、

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．
中

国
及

び
韓

国
と

の
間

で
排

他
的

経
済

水
域

の
境

界
線

の
画

定
を

行
う

こ
と

。
そ

の
実

現
ま

で
の

間
、
日

中
・
日

韓
暫

定
水

域
等

に
お

け
る

資
源

管
理

措
置

の
早

急
な

確
立

を
図

る
こ

と
。

 

 

【
継

続
】

 

２
．
ま

た
、
相

互
入

会
の

再
開

に
あ

た
っ

て
は

、
我

が
国

排
他

的
経

済
水

域
に

お
け

る

中
国

・
韓

国
漁

船
の

操
業

条
件

に
つ

い
て

、
我

が
国

漁
業

者
の

意
向

・
要

望
を

踏
ま

え
見

直
し

を
行

う
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
６

）
日

本
近

海
に

お
け

る
外

国
漁

船
違

法
操

業
取

締
の

強
化

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

我
が

国
排

他
的

経
済

水
域

内
で

は
、

中
国

漁
船

（
底

び
き

網
漁

業
、

い
か

つ
り

漁

業
）

や
韓

国
漁

船
（

ま
き

網
漁

業
、

は
え

縄
漁

業
等

）
に

よ
る

違
反

操
業

が
依

然
と

し
て

跡
を

絶
た

ず
、

拿
捕

事
案

も
発

生
し

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
東

シ
ナ

海
に

お
い

て
は

、
尖

閣
諸

島
の

領
有

権
を

巡
る

日
中

双
方

の
主

張

の
相

違
な

ど
か

ら
、
付

近
海

域
に

お
け

る
中

国
漁

船
の

大
挙

操
業

や
、
多

数
の

中
国

漁
業

監
視

船
の

哨
戒

な
ど

、
我

が
国

漁
船

の
安

全
操

業
や

安
全

航
行

に
支

障
を

来
す

問
題

も
生

じ
て

い
る

状
況

に
あ

り
ま

す
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

次
の

事
項

に
つ

い
て

要
望

し
ま

す
。

 

 【
継

続
】

 

１
．

引
き

続
き

我
が

国
の

領
海

及
び

排
他

的
経

済
水

域
に

お
け

る
外

国
漁

船
の

監

視
・

取
締

の
強

化
を

図
る

こ
と

。
 

 【
継

続
】

 

２
．
我

が
国

水
域

に
お

け
る

外
国

船
舶

の
避

泊
に

当
た

っ
て

は
、
入

域
中

の
基

本
ル

ー
ル

の
遵

守
徹

底
、
国

に
よ

る
指

導
・

監
視

体
制

の
強

化
と

漁
業

等
へ

の
被

害
を

防
止

す
る

措
置

の
実

施
等

に
よ

り
、
地

元
漁

業
や

環
境

に
対

す
る

影
響

を
最

小
限

に
留

め
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
７

）
東

シ
ナ

海
に

お
け

る
漁

船
の

安
全

操
業

確
保

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

 

日
中

漁
業

協
定

に
基

づ
く

日
中

暫
定

措
置

水
域

や
以

南
水

域
の

尖
閣

諸
島

周
辺

等
の

海
域

に

お
い

て
操

業
す

る
本

県
漁

船
は

、
単

独
で

延
縄

や
一

本
釣

り
等

を
操

業
し

て
お

り
、
集

団
で

出
現

す
る

中
国

漁
船

に
漁

場
を

占
拠

さ
れ

て
操

業
に

支
障

を
き

た
す

と
と

も
に

、
不

安
や

脅
威

を
感

じ

て
、

安
心

し
て

操
業

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
。

 

特
に

最
近

の
尖

閣
諸

島
を

巡
る

情
勢

か
ら

、
漁

業
者

の
不

安
は

以
前

と
比

較
に

な
ら

な
い

ほ
ど

増
大

し
て

い
る

。
 

現
在

、
提

供
さ

れ
て

い
る

外
国

公
船

や
漁

船
の

情
報

は
尖

閣
諸

島
周

辺
に

限
ら

れ
、
そ

の
情

報

が
出

漁
中

の
漁

船
に

届
く

の
に

時
間

を
要

す
る

た
め

、
漁

業
者

か
ら

は
暫

定
措

置
水

域
も

含
め

た

広
範

囲
に

お
け

る
外

国
公

船
や

漁
船

の
位

置
情

報
等

を
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

提
供

し
て

欲
し

い
と

の
要

望
が

あ
っ

て
い

る
。

 

こ
の

た
め

、
日

中
暫

定
措

置
水

域
及

び
以

南
水

域
で

操
業

す
る

漁
船

の
安

全
操

業
を

確
保

す
る

た
め

に
次

の
事

項
を

強
く

要
望

す
る

。
 

 １
 

日
中

暫
定

措
置

水
域

及
び

以
南

水
域

に
お

け
る

外
国

公
船

及
び

外
国

漁
船

団
の

位
置

や
動

向
の

情
報

収
集

に
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

水
産

庁
漁

業
取

締
船

及
び

海
上

保
安

庁
巡

視
船

か
ら

直
接

漁
船

や
関

係
機

関
に

情
報

提
供

す
る

な
ど

、
当

該
水

域
で

操
業

す
る

漁
船

に
迅

速
に

情
報

提
供

で
き

る
体

制
を

構
築

す
る

こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
８

）
日

中
漁

業
協

定
等

に
基

づ
く

外
国

漁
船

の
操

業
条

件
等

の
堅

持
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

  
日

中
漁

業
協

定
に

基
づ

く
中

国
ま

き
網

漁
船

の
操

業
条

件
に

つ
い

て
は

，
2
00

2
年

以
降

，
日

本
の

排
他

的
経

済
水

域
内

で
の

操
業

を
認

め
な

い
決

定
が

な
さ

れ
，

当
県

へ
の

影
響

は
回

避
さ

れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

 
当

県
周

辺
水

域
は

，
黒

潮
等

の
影

響
を

受
け

て
，

ア
ジ

，
サ

バ
，

イ
ワ

シ
，

カ
ツ

オ
及

び
マ

グ

ロ
類

な
ど

が
回

遊
す

る
漁

業
振

興
上

，
重

要
な

漁
場

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

今
後

と
も

中
国

ま
き

網

漁
船

の
操

業
は

認
め

な
い

と
い

う
方

針
を

堅
持

し
て

い
く

こ
と

が
重

要
で

あ
る

の
で

，
次

の
事

項

に
つ

い
て

特
段

の
配

慮
を

さ
れ

る
よ

う
要

望
す

る
。

 

 １
 

国
は

，
中

国
漁

船
の

操
業

条
件

を
遵

守
さ

せ
る

こ
と

。
 

 ２
 

国
は

，
中

国
漁

船
の

操
業

条
件

を
決

定
す

る
交

渉
に

当
た

っ
て

は
，

今
後

と
も

当
県

周
辺

水

域
に

は
，

ま
き

網
に

限
ら

ず
，

一
切

の
中

国
漁

船
の

操
業

水
域

を
設

定
し

な
い

こ
と

。
 

 ３
 

当
県

周
辺

水
域

に
お

け
る

外
国

漁
船

の
監

視
取

締
体

制
の

強
化

を
図

る
こ

と
。

 

 ４
 

日
本

漁
船

の
安

全
な

操
業

を
確

保
す

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
９

）
日

台
漁

業
取

決
め

の
見

直
し

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

 

平
成

25
年

４
月

10
日

に
調

印
さ

れ
た

日
台

漁
業

取
決

め
は

、
我

が
国

排
他

的
経

済
水

域
内

で

の
台

湾
漁

船
の

操
業

を
認

め
た

も
の

で
、
台

湾
漁

船
と

の
ト

ラ
ブ

ル
を

恐
れ

る
多

く
の

国
内

漁
船

が
操

業
を

自
粛

す
る

状
況

が
続

い
て

い
る

。
 

日
台

漁
業

取
決

め
適

用
水

域
は

、
鹿

児
島

、
熊

本
、
宮

崎
、
長

崎
県

の
漁

船
も

操
業

す
る

海
域

で

あ
り

、
そ

の
影

響
は

本
県

の
み

に
留

ま
ら

な
い

こ
と

か
ら

、
以

下
の

事
項

を
要

望
す

る
。

 

 １
 
取

決
め

適
用

水
域

か
ら

次
の

水
域

を
除

外
す

る
こ

と
。

 

①
 
東

経
1
2
5
度

3
0
分

よ
り

東
の

水
域

 

②
 
八

重
山

北
方

三
角

水
域

 

 ２
 
我

が
国

の
経

済
水

域
内

に
お

い
て

は
、

取
決

め
適

用
水

域
を

除
い

て
台

湾
漁

船
の

操
業

を
一

切
認

め
な

い
こ

と
。

 

ま
た

、
違

反
操

業
を

行
う

台
湾

漁
船

に
対

し
、

拿
捕

を
含

む
取

締
り

を
徹

底
す

る
こ

と
。

 

 ３
 
先

島
諸

島
の

南
側

の
水

域
等

、
取

決
め

適
用

水
域

の
拡

大
に

つ
い

て
は

今
後

一
切

、
協

議
の

対
象

と
し

な
い

こ
と

 

 ４
 
日

台
漁

業
取

決
め

適
用

水
域

内
に

お
い

て
、

 

①
 
日

本
漁

船
が

安
全

に
操

業
で

き
る

水
域

の
拡

大
に

努
め

る
こ

と
。

 

②
 
操

業
隻

数
制

限
等

、
資

源
管

理
措

置
に

関
す

る
協

議
を

進
め

る
こ

と
。

 

③
 
台

湾
漁

船
の

Ｐ
Ｉ

保
険

へ
の

加
入

義
務

化
を

促
す

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 
 

 

 要
望

事
項

 

 （
１

０
）

日
中

漁
業

協
定

の
見

直
し

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

 

日
中

漁
業

協
定

で
は

、
北

緯
27

度
以

南
の

沖
縄

本
島

か
ら

宮
古

島
以

西
の

水
域

を
協

定
適

用

除
外

と
し

、
外

務
大

臣
書

簡
に

よ
り

同
水

域
に

お
い

て
は

、
中

国
漁

船
に

対
し

て
我

が
国

の
漁

業

関
係

法
令

を
適

用
し

な
い

こ
と

と
し

て
い

る
。

 

こ
の

結
果

、
同

水
域

で
は

、
中

国
漁

船
に

よ
る

違
法

操
業

等
が

行
わ

れ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、

取
締

り
が

で
き

な
い

状
況

に
あ

る
。

 

中
国

サ
ン

ゴ
網

漁
業

は
、
深

海
サ

ン
ゴ

資
源

を
枯

渇
さ

せ
る

だ
け

で
な

く
、
熊

本
県

、
鹿

児
島

県
と

連
携

し
て

取
り

組
ん

で
い

る
南

西
諸

島
マ

チ
類

資
源

回
復

方
針

で
定

め
た

保
護

区
、
底

魚
類

等
の

成
育

環
境

を
荒

廃
さ

せ
て

お
り

、
極

め
て

大
き

な
問

題
で

あ
る

。
 

ま
た

、
尖

閣
諸

島
周

辺
海

域
に

お
い

て
は

、
平

成
2
4
年

以
降

、
中

国
公

船
に

よ
る

領
海

へ
の

侵

入
が

繰
り

返
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
よ

う
な

中
、
中

国
公

船
に

よ
る

本
県

漁
船

に
対

す
る

追
尾

行
為

が
発

生
し

、
安

全
操

業
を

脅
か

す
事

態
と

な
っ

て
い

る
。

 

そ
こ

で
以

下
の

事
項

を
要

望
す

る
。

 

 １
 日

中
漁

業
協

定
の

見
直

し
に

つ
い

て
 

北
緯

2
7
度

以
南

の
沖

縄
本

島
か

ら
宮

古
島

以
西

の
水

域
が

、
日

中
漁

業
共

同
委

員
会

の
協

議
の

対
象

と
な

る
よ

う
、

協
定

を
見

直
す

こ
と

。
 

 ２
 中

国
サ

ン
ゴ

網
漁

業
、

虎
網

漁
業

等
の

規
制

に
つ

い
て

 

協
定

の
見

直
し

が
図

ら
れ

る
ま

で
の

間
、
中

国
国

内
法

に
お

い
て

も
禁

止
さ

れ
て

い
る

サ
ン

ゴ
網

漁
業

の
再

発
防

止
及

び
、

北
緯

27
度

以
南

へ
の

中
国

虎
網

漁
船

の
侵

入
を

抑
止

す
る

対

策
を

確
保

す
る

こ
と

。
 

 ３
 海

底
に

散
逸

す
る

中
国

サ
ン

ゴ
網

の
除

去
、

回
収

に
つ

い
て

 

底
魚

一
本

釣
り

等
の

操
業

、
船

舶
航

行
に

支
障

を
及

ぼ
す

サ
ン

ゴ
網

に
つ

い
て

、
除

去
技

術

の
開

発
を

図
り

、
回

収
に

努
め

る
こ

と
。

 

 ４
 中

国
公

船
に

よ
る

威
嚇

行
為

等
の

再
発

防
止

と
操

業
の

安
全

確
保

に
つ

い
て

 

中
国

公
船

に
よ

る
わ

が
国

漁
船

へ
の

追
尾
・
威

嚇
行

為
な

ど
再

発
防

止
の

徹
底

を
図

り
、
安

全
・

安
心

に
操

業
で

き
る

よ
う

対
策

の
強

化
を

図
る

こ
と
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２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

１
）

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
の

適
正

利
用

及
び

零
細

漁
業

者
の

経
営

支
援

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

 

当
県

の
ク

ロ
マ

グ
ロ

漁
業

は
、
沿

岸
海

域
で

延
縄

、
曳

き
縄

釣
、
一

本
釣

等
で

漁
獲

を
行

っ
て

い
る

が
、
漁

獲
制

限
が

開
始

さ
れ

て
以

降
、
漁

獲
対

象
種

を
ブ

リ
や

サ
ワ

ラ
等

に
転

換
し

、
ク

ロ

マ
グ

ロ
を

目
的

と
し

た
操

業
を

自
粛

す
る

こ
と

で
、
配

分
枠

が
少

な
い

な
が

ら
も

漁
獲

可
能

量
の

遵
守

に
努

め
て

き
た

。
し

か
し

、
近

年
こ

れ
ら

の
操

業
海

域
に

お
い

て
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
来

遊
量

が

増
加

し
て

い
る

。
 

ま
た

、
こ

こ
数

年
２

月
頃

に
な

る
と

、
こ

れ
ま

で
あ

ま
り

漁
獲

が
見

ら
れ

な
か

っ
た

沿
岸

の
定

置
網

に
お

い
て

も
、
予

期
せ

ぬ
大

型
マ

グ
ロ

の
入

網
が

み
ら

れ
て

い
る

が
、
配

分
枠

遵
守

の
た

め
、

放
流

作
業

や
混

獲
回

避
等

の
労

務
負

担
が

増
大

し
、

漁
家

経
営

の
悪

化
を

招
い

て
い

る
。

 

 
つ

い
て

は
、
ク

ロ
マ

グ
ロ

資
源

の
適

正
利

用
及

び
零

細
漁

業
者

の
経

営
支

援
の

た
め

、
次

の
事

項
を

要
望

い
た

し
ま

す
。

 

 １
 

国
際

委
員

会
に

お
い

て
、
直

近
の

デ
ー

タ
に

基
づ

く
資

源
評

価
結

果
を

反
映

し
た

漁
獲

枠
の

増
枠

を
次

期
管

理
期

間
で

実
現

す
る

と
と

も
に

、
漁

獲
枠

未
利

用
分

の
繰

越
上

限
を

堅
持

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

国
際

委
員

会
で

漁
獲

枠
の

増
枠

が
承

認
さ

れ
た

際
は

、
沿

岸
の

零
細

な
漁

船
漁

業
に

優
先

的

に
配

分
す

る
こ

と
。

ま
た

、
配

分
の

際
は

、
各

県
や

漁
業

種
間

で
不

公
平

が
生

じ
な

い
よ

う
、

操
業

特
性

や
近

年
の

漁
獲

実
態

等
を

考
慮

し
、

よ
り

実
状

に
あ

っ
た

配
分

を
行

う
こ

と
。

 

 ３
 

漁
業

者
が

安
心

し
て

資
源

管
理

に
取

り
組

め
る

よ
う

、
放

流
活

動
、
休

漁
に

対
す

る
支

援
へ

の
十

分
な

予
算

の
確

保
や

支
援

制
度

の
拡

充
を

図
る

と
と

も
に

、
資

源
管

理
の

取
組

に
よ

る
減

収
に

対
応

す
る

た
め

、
漁

業
収

入
安

定
対

策
（

強
度

資
源

管
理

タ
イ

プ
）
の

要
件

緩
和

措
置

の

継
続

と
国

の
掛

金
補

助
率

の
格

差
縮

小
を

行
う

こ
と

。
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令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

２
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

【
追

加
】

 

 内
 

容
 

 

国
で

は
、
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

資
源

回
復

を
図

る
た

め
、
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ

ろ
類

委
員

会
の

枠
組

み
に

お
い

て
、

平
成

2
7
年

１
月

か
ら

、
3
0
キ

ロ
未

満
の

小
型

魚
の

漁
獲

上
限

を
4
,
0
0
7

ト
ン

、
3
0

キ
ロ

以
上

の
大

型
魚

の
漁

獲
上

限
を

4
,
8
8
2

ト
ン

（
令

和
４

年
１

月
か

ら
5
,
6
1
4
ト

ン
）

と
し

、
保

存
管

理
措

置
を

講
じ

て
い

ま

す
。
沿

岸
漁

業
に

お
い

て
も

国
際

ル
ー

ル
に

基
づ

く
厳

格
な

数
量

管
理

に
取

り
組

ん

で
お

り
、

資
源

の
急

激
な

回
復

を
実

感
し

て
い

ま
す

。
 

漁
業

現
場

で
は

、
定

置
網

に
よ

る
突

発
的

な
漁

獲
が

生
じ

て
い

る
一

方
で

獲
り

残

し
が

生
じ

る
な

ど
、
様

々
な

課
題

等
が

発
生

し
、
混

乱
が

生
じ

て
い

ま
す

。
加

え
て

、

最
近

は
大

量
来

遊
し

た
ク

ロ
マ

グ
ロ

が
い

か
釣

り
漁

船
に

蝟
集

す
る

こ
と

に
よ

り
、

い
か

釣
り

漁
業

の
操

業
被

害
や

漁
具

被
害

が
多

発
し

て
、
ク

ロ
マ

グ
ロ

資
源

の
増

加

に
伴

う
予

期
せ

ぬ
弊

害
も

生
じ

て
い

ま
す

。
 

ま
た

、
九

州
地

区
に

お
い

て
は

、
大

臣
へ

の
届

出
漁

業
で

あ
る

「
沿

岸
ま

ぐ
ろ

は

え
縄

漁
業

」
で

あ
っ

て
も

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
に

よ
る
「

沿
岸

く
ろ

ま
ぐ

ろ
漁

業

承
認

」
を

取
得

し
て

県
域

の
ク

ロ
マ

グ
ロ

漁
獲

管
理

ル
ー

ル
に

則
り

操
業

し
て

い
ま

す
が

、
他

地
区

で
同

届
出

漁
業

を
行

う
者

の
中

に
は

、
同

承
認

を
取

得
せ

ず
、

混
獲

名
目

で
ク

ロ
マ

グ
ロ

を
漁

獲
し

て
い

る
実

態
が

あ
る

と
聞

き
及

ん
で

お
り

、
同

資
源

の
資

源
管

理
の

枠
組

み
に

支
障

を
来

た
し

か
ね

な
い

と
強

く
懸

念
し

て
お

り
ま

す
。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
し

ま
す

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

１
．

資
源

評
価

結
果

に
基

づ
く

漁
獲

上
限

の
拡

大
に

つ
い

て
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
に

つ
い

て
は

、
管

理
措

置
の

定
着

化
に

よ
り

回
復

の
兆

し
が

見

ら
れ

る
中

、
令

和
3
年

1
2
月

開
催

の
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ
ろ

類
委

員
会

（
W
C
P
F
C
）

第
1
8

回
年

次
会

合
が

開
催

さ
れ

、
2
0
2
2

年
漁

期
か

ら
大

型
魚

の
漁

獲
枠

を
1
5
％

増
の

7
3
2

ト
ン

増
と

す
る

こ
と

で
合

意
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
後

と
も

資

源
評

価
に

よ
る

将
来

予
測

基
づ

き
、
大

型
魚

に
加

え
小

型
魚

に
つ

い
て

も
漁

獲
上

限

の
拡

大
が

可
能

と
な

る
よ

う
交

渉
継

続
す

る
こ

と
。
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 【
継

続
（

変
更

）
】

 

２
．

国
留

保
枠

の
有

効
活

用
に

つ
い

て
 

国
留

保
枠

の
配

分
方

法
の

設
定

に
お

い
て

、
国

留
保

枠
を

最
低

限
の

数
量

を
除

い

た
可

能
な

範
囲

で
最

大
限

活
用

し
、
沿

岸
漁

業
に

対
し

て
よ

り
手

厚
い

配
分

と
な

る

よ
う

引
き

続
き

検
討

す
る

こ
と

。
 

 【
継

続
】

 

３
．

遊
漁

者
へ

の
指

導
に

つ
い

て
 

本
県

海
域

の
よ

う
に

、
複

数
県

の
遊

漁
者

が
採

捕
し

て
い

る
場

合
は

、
単

県
で

の

管
理

は
困

難
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
全

国
的

な
規

制
措

置
で

あ
る

広
域

漁
業

調
整

委

員
会

指
示

等
に

よ
り

、
国

は
都

道
府

県
を

跨
る

遊
漁

団
体

等
に

対
し

、
引

き
続

き
適

切
に

指
導

す
る

こ
と

。
 

 【
継

続
（

変
更

）
】

 

４
．

漁
獲

数
量

の
管

理
に

つ
い

て
 

 
マ

グ
ロ

類
を

対
象

と
し

た
沿

岸
で

の
は

え
縄

漁
業

は
、

全
て

広
域

漁
業

調
整

委
員

会
の

「
沿

岸
く

ろ
ま

ぐ
ろ

承
認

」
取

得
を

義
務

付
け

る
こ

と
。

併
せ

て
、

承
認

制
に

係
る

事
務

取
扱

要
領

で
認

め
る

都
道

府
県

や
広

域
漁

業
調

整
委

員
会

を
跨

ぐ
承

継

承
認
（

廃
業

見
合

新
規

）
に

つ
い

て
は

、
県

内
管

理
上

の
混

乱
を

ま
ね

く
お

そ
れ

が

あ
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
在

り
方

や
承

認
の

条
件

等
に

つ
い

て
見

直
す

こ
と

。
 

ま
た

、
広

域
的

な
海

域
で

操
業

す
る

「
沿

岸
ま

ぐ
ろ

は
え

縄
漁

業
」

に
よ

る
ク

ロ

マ
グ

ロ
漁

獲
量

は
、
現

行
Ｔ

Ａ
Ｃ

制
度

上
、
船

籍
が

属
す

る
県

の
漁

獲
枠

で
管

理
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い

る
が

、
こ

の
う

ち
知

事
許

可
や

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
指

示
に

基
づ

き
操

業
さ

れ
る

も
の

を
除

き
、
明

ら
か

に
他

県
海

域
で

漁
獲

さ
れ

る
も

の
に

つ

い
て

は
、
船

籍
県

の
管

理
が

及
ば

な
い

た
め

、
現

行
の

知
事

管
理

漁
業

で
は

な
く

大

臣
管

理
漁

業
と

し
て

、
国

の
漁

獲
管

理
の

対
象

と
す

る
こ

と
。

 

 

【
新

規
】

 

５
．

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
量

増
に

伴
う

い
か

釣
り

漁
業

へ
の

影
響

対
策

に
つ

い
て

 

 
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
大

量
来

遊
に

よ
り

、
イ

カ
の

漁
場

形
成

が
阻

害
さ

れ
て

漁
獲

が
減

少
す

る
操

業
被

害
や

、
い

か
釣

り
漁

具
が

切
ら

れ
る

漁
具

被
害

へ
の

対
策

を
講

じ
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

宮
﨑

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
１

３
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

【
追

加
】

 

 内
 

容
 

 

平
成

30
年

か
ら

始
ま

っ
た

沿
岸

漁
業

に
お

け
る

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

T
AC

管
理

に
つ

い
て

は
、

漁

業
者

も
そ

の
重

要
性

を
十

分
認

識
し

、
各

県
に

割
り

当
て

ら
れ

た
漁

獲
可

能
量

を
遵

守
し

て
い

る
。

 

 
し

か
し

な
が

ら
、
近

年
で

は
沿

岸
域

へ
の

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

来
遊

量
の

増
加

に
伴

う
漁

獲
量

の
増

加
や

突
発

的
な

漁
獲

の
積

み
上

が
り

に
よ

り
、
管

理
期

間
途

中
に

あ
っ

て
も

操
業

自
粛

の
要

請
や

採
捕

停
止

の
命

令
が

な
さ

れ
る

機
会

が
増

加
し

て
お

り
、
漁

業
経

営
体

に
あ

っ
て

は
、
く

ろ
ま

ぐ

ろ
の

混
獲

を
回

避
し

つ
つ

経
営

を
継

続
す

る
た

め
、
混

獲
魚

の
放

流
や

漁
場

の
変

更
、
休

漁
な

ど

の
取

組
に

大
き

な
労

力
を

割
か

ざ
る

を
得

な
い

状
況

を
強

い
ら

れ
て

い
る

。
 

 
こ

の
よ

う
な

状
況

を
鑑

み
、
太

平
洋

く
ろ

ま
ぐ

ろ
の

資
源

管
理
・
資

源
回

復
の

取
組

の
着

実
な

実
施

と
沿

岸
漁

業
者

の
経

営
の

安
定

的
な

継
続

を
両

立
さ

せ
る

た
め

、
次

の
事

項
を

要
望

す
る

。
 

 １
 

資
源

の
増

加
に

応
じ

て
我

が
国

全
体

の
漁

獲
枠

の
増

加
を

引
き

続
き

提
案

し
、
次

の
管

理
期

間
に

反
映

さ
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
 

 ２
 

混
獲

回
避

型
休

漁
支

援
事

業
に

つ
い

て
は

、
各

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
、
支

援
が

な
さ

れ
る

よ
う

発
動

条
件

を
緩

和
す

る
こ

と
。

 

 ３
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
遊

漁
は

ラ
イ

セ
ン

ス
制

と
し

、
国

が
適

切
な

管
理

を
行

う
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

 

鹿
児

島
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 

要
望

事
項

 

 （
１

４
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

強
化

に
伴

う
経

営
安

定
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

【
継

続
】

 

 内
 

容
 

  
中

西
部

太
平

洋
ま

ぐ
ろ

類
委

員
会

（
WC

PF
C
)の

国
際

約
束

に
基

づ
く

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の

漁
獲

量
上

限
の

遵
守

に
つ

い
て

は
，

本
県

定
置

網
漁

業
者

等
多

く
の

沿
岸

漁
業

者
か

ら
不

安
や

不
満

の
声

が
寄

せ
ら

れ
て

い
る

。
 

 
つ

い
て

は
，

影
響

を
受

け
る

沿
岸

漁
業

者
が

将
来

に
わ

た
っ

て
ク

ロ
マ

グ
ロ

資
源

を
持

続
的

に
利

用
し

，
漁

業
経

営
の

維
持

・
安

定
が

図
ら

れ
る

よ
う

，
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
す

る
。

 

 １
 

国
際

的
な

水
産

資
源

で
あ

る
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

資
源

管
理

の
強

化
に

伴
い

，
影

響
を

受
け

る
沿

岸
漁

業
者

の
経

営
の

維
持

・
安

定
を

図
る

た
め

，
我

が
国

の
漁

獲
枠

が
早

期
に

拡

大
さ

れ
る

よ
う

関
係

各
国

へ
の

働
き

掛
け

を
行

う
と

と
も

に
，

国
内

の
漁

獲
枠

配
分

に
当

た

っ
て

は
，

沿
岸

漁
業

の
操

業
特

性
に

配
慮

し
，

漁
業

種
類

や
地

域
間

で
不

公
平

が
生

じ
る

こ

と
が

な
い

よ
う

見
直

す
こ

と
。

 

 ２
 

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

再
放

流
技

術
の

早
急

な
確

立
と

技
術

導
入

等
へ

の
支

援
制

度
の

拡
充

，
他

漁
業

へ
の

転
換

に
必

要
な

技
術

習
得

・
漁

具
等

に
対

す
る

支
援

な
ど

，
経

営
安

定
対

策
の

さ

ら
な

る
充

実
を

図
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 
 

 

 要
望

事
項

 

 （
１

５
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

（
大

型
魚

）
の

適
正

な
資

源
管

理
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

 

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

は
、
沖

縄
県

に
お

い
て

も
重

要
な

水
産

資
源

と
な

っ
て

お
り

、
資

源
管

理

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
は

、
本

県
漁

業
者

も
そ

の
必

要
性

を
理

解
し

て
い

る
。

 

WC
PF

C 
に

お
い

て
合

意
さ

れ
た

管
理

措
置

は
、
大

型
魚

よ
り

、
小

型
魚

の
漁

獲
を

削
減

す
る

方

が
資

源
回

復
に

効
果

的
で

あ
る

と
示

さ
れ

て
い

る
が

、
今

回
の

管
理

措
置

は
、
主

に
大

型
魚

を
漁

獲
し

、
資

源
に

対
す

る
影

響
の

小
さ

い
、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

、
一

本
釣

り
漁

業
等

の
沿

岸
漁

業
へ

の
配

慮
が

不
十

分
で

あ
る

。
 

そ
こ

で
、
太

平
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
（

大
型

魚
）
の

資
源

管
理

に
つ

い
て

、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

、

一
本

釣
り

漁
業

等
の

沿
岸

漁
業

に
配

慮
し

た
管

理
措

置
を

進
め

て
い

た
だ

く
よ

う
、
以

下
の

と
お

り
要

望
す

る
。

 

 １
 漁

獲
枠

の
配

分
に

つ
い

て
 

漁
業

種
類

別
の

配
分

及
び

留
保

の
配

分
を

見
直

す
こ

と
と

、
直

近
年

の
漁

獲
実

績
を

反
映

し
た

配
分

に
見

直
し

、
マ

グ
ロ

は
え

縄
漁

業
や

沿
岸

漁
業

へ
の

配
分

を
十

分
に

確
保

す
る

こ
と

。
 

 ２
 経

営
安

定
対

策
の

拡
充

に
つ

い
て

 

マ
グ

ロ
は

え
縄

や
一

本
釣

り
漁

業
者

等
が

行
う

漁
具

改
良

や
放

流
作

業
に

つ
い

て
、
支

援
策

の

拡
充

を
図

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

６
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
に

よ
る

危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

 
規

制
緩

和
に

よ
り

免
許
・
登

録
が

免
除

さ
れ

た
連

続
最

大
出

力
が

1.
5k

W（
2
.0
39

馬
力

）
の

推

進
機

関
を

有
す

る
長

さ
３

ｍ
未

満
の

船
舶

、
い

わ
ゆ

る
ミ

ニ
ボ

ー
ト

は
、
海

上
交

通
の

基
本

的
ル

ー
ル

す
ら

知
ら

な
い

利
用

者
が

、
耐

航
性

や
他

船
か

ら
の

視
認

性
が

低
い

と
い

う
特

性
を

認
識

し

な
い

ま
ま

沖
合

へ
の

出
航

や
夜

間
航

行
、

船
舶

の
輻

輳
す

る
港

の
周

辺
で

の
遊

漁
を

行
っ

て
お

り
、

操
業

や
漁

船
の

航
行

に
多

大
な

支
障

が
生

じ
て

い
ま

す
。

 

 
海

上
保

安
庁

が
取

り
ま

と
め

た
ミ

ニ
ボ

ー
ト

の
事

故
発

生
状

況
を

み
る

と
、
平

成
２

２
年

か
ら

２
７

年
は

年
間

５
０

隻
前

後
の

発
生

で
あ

っ
た

も
の

が
２

８
年

以
降

増
加

に
転

じ
、
直

近
の

令
和

元
年

に
は

９
０

件
と

倍
増

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
こ

の
た

め
、
全

国
各

地
で

定
期

的
に

安
全

講
習

会
を

開
催

さ
れ

て
い

る
と

と
も

に
、
ミ

ニ
ボ

ー

ト
販

売
時

に
「

ミ
ニ

ボ
ー

ト
安

全
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
」
を

同
封

す
る

な
ど

の
普

及
活

動
を

積
極

的
に

実
施

さ
れ

て
い

る
も

の
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
し

か
し

な
が

ら
、
コ

ロ
ナ

禍
を

受
け

て
、
海

洋
性

レ
ジ

ャ
ー

人
口

が
増

加
し

て
い

る
こ

と
、
気

候
変

動
に

伴
う

天
候

急
変

に
よ

る
海

難
事

故
の

増
加

が
懸

念
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
さ

ら
な

る
普

及

活
動

の
徹

底
と

安
全

対
策

上
の

制
度

創
設

が
必

須
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
つ

き
ま

し
て

は
、
海

面
に

お
け

る
海

難
事

故
を

防
止

し
、
人

命
の

安
全

を
守

る
た

め
、
次

の
事

項
を

要
望

い
た

し
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
所

有
者

の
登

録
と

保
険
（

特
に

遭
難

救
助

費
用

を
対

象
）
加

入
を

セ
ッ

ト
と

し

た
制

度
を

創
設

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
利

用
者

に
安

全
講

習
会

の
受

講
を

促
す

と
と

も
に

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

販
売

業
者

に

も
購

買
者

に
受

講
を

促
す

よ
う

引
き

続
き

強
く

働
き

か
け

る
こ

と
。

 

 ３
 

衝
突

事
故

防
止

の
た

め
目

印
と

な
る

旗
や

レ
ー

ダ
ー

反
射

板
な

ど
の

安
全

装
備

を
必

置
す

る
よ

う
、
引

き
続

き
業

界
に

強
く

働
き

か
け

る
と

と
も

に
、
購

買
者

等
へ

の
普

及
啓

発
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 

安
全

対
策

上
の

制
度

創
設

等
に

あ
た

っ
て

は
、
国

土
交

通
省

、
水

産
庁

等
関

係
機

関
が

今
後

と
も

よ
り

一
層

協
力

し
な

が
ら

行
う

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 

（
１

７
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
及

び
Ｓ

Ｕ
Ｐ

に
よ

る
海

難
事

故
の

防
止

に
つ

い
て

【
一

部
変

更
】

 

 内
 

容
 

 

近
年

、
マ

リ
ン

レ
ジ

ャ
ー

の
普

及
に

よ
り

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

及
び

Ｓ
Ｕ

Ｐ
（

以
下
「

ミ
ニ

ボ
ー

ト

等
」

と
い

う
。
）

に
よ

る
釣

り
を

楽
し

む
方

が
増

加
し

て
い

る
。

 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
等

の
利

用
に

際
し

て
、
規

制
緩

和
に

よ
り

ミ
ニ

ボ
ー

ト
の

免
許

や
登

録
が

免
除

さ

れ
た

こ
と

で
、
基

本
的

な
海

上
交

通
の

ル
ー

ル
を

理
解

し
て

い
な

い
利

用
者

が
増

え
た

ほ
か

、
そ

の
耐

航
性

や
他

船
舶

か
ら

の
視

認
性

が
低

い
と

い
う

特
性

を
十

分
理

解
し

な
い

ま
ま

沖
合

に
出

る
こ

と
で

、
海

難
事

故
を

起
こ

す
な

ど
の

事
例

も
多

く
報

告
さ

れ
て

い
る

。
 

ま
た

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

等
の

利
用

者
は

、
十

分
な

保
険

に
加

入
し

て
い

な
い

ケ
ー

ス
も

多
く

、
漁

具
や

漁
船

等
の

物
損

被
害

の
補

償
な

ど
、
事

故
処

理
等

に
お

け
る

ト
ラ

ブ
ル

の
発

生
も

見
受

け
ら

れ
る

。
 

こ
う

し
た

状
況

の
下

、
ミ

ニ
ボ

ー
ト

等
に

よ
る

海
難

事
故

の
防

止
と

万
が

一
の

時
の

補
償

能
力

を
高

め
る

た
め

、
次

の
事

項
を

強
く

要
望

す
る

。
 

 １
 

ミ
ニ

ボ
ー

ト
等

の
購

入
者

や
利

用
者

に
対

し
、

操
縦

や
安

全
性

に
関

す
る

講
習

の
受

講
を

義

務
付

け
る

と
と

も
に

、
購

買
者

の
氏

名
や

連
絡

先
な

ど
の

情
報

を
把

握
で

き
る

体
制

を
構

築
す

る
よ

う
ミ

ニ
ボ

ー
ト

等
の

製
造

・
販

売
業

界
を

強
く

指
導

す
る

こ
と

。
 

 ２
 

日
本

漁
船

保
険

組
合

等
が

取
り

扱
う

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト

責
任

保
険

に
、

ミ
ニ

ボ
ー

ト
を

対

象
と

し
、

加
入

促
進

を
図

る
と

と
も

に
、

万
が

一
事

故
が

発
生

し
た

場
合

の
事

故
処

理
に

お
け

る
ト

ラ
ブ

ル
防

止
の

対
策

を
講

じ
る

こ
と

。
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２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
１

８
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
制

度
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
は

、
こ

れ
ま

で
公

選
制

に
よ

る
漁

業
者

委
員

を
主

体
と

し

て
、

漁
業

権
の

免
許

、
沿

岸
漁

業
の

調
整

や
資

源
管

理
に

至
る

ま
で

、
幅

広
く

歴
史

的
に

そ
の

役
割

を
担

う
と

と
も

に
、
そ

の
十

分
な

運
用

に
よ

り
漁

業
制

度
の

円
滑

な

運
営

を
確

保
し

て
き

ま
し

た
。

 

こ
の

よ
う

な
中

、
平

成
3
0
年

1
2
月

に
漁

業
生

産
力

の
発

展
を

図
る

観
点

か
ら

漁

業
法

等
が

改
正

さ
れ

、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

に
求

め
ら

れ
る

役
割

は
さ

ら
に

重
要

性
を

増
す

と
こ

ろ
と

な
り

、
今

後
も

そ
の

役
割

を
的

確
に

果
た

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

制
度

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

要
望

し
ま

す
。

 

 １
．

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

新
た

な
役

割
に

対
応

す
る

た
め

、
安

定
し

た
財

政
基

盤
が

確
保

で
き

る
よ

う
に

措
置

す
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

大
分

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 

（
１

９
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

運
営

に
つ

い
て

【
表

現
変

更
】

 

  内
 

容
 

 

令
和

２
年

12
月

に
改

正
漁

業
法

が
施

行
さ

れ
、

資
源

管
理

の
取

組
が

強
化

さ
れ

る
と

と
も

に

漁
業

許
可

制
度

、
漁

業
権

制
度

が
見

直
さ

れ
、
こ

れ
ま

で
以

上
に

様
々

な
課

題
や

、
そ

れ
に

対
す

る
検

討
が

行
わ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。
令

和
３

年
４

月
か

ら
は

新
た

な
体

制
で

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
が

運
営

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、
そ

の
適

切
な

運
営

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

次
の

事
項

を
要

望
し

ま
す

。
 

 １
．

 
国

は
、
海

区
漁

業
調

整
調

整
委

員
会

や
地

方
自

治
体

、
漁

業
関

係
者

に
対

し
、
必

要
な

情
 

報
の

提
供

を
行

う
と

と
も

に
適

切
な

指
導

・
助

言
を

お
こ

な
う

こ
と

。
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令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

大
分

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

０
）

改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

 

改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

は
、
水

産
資

源
の

持
続

的
な

利
用

を
確

保
す

る
た

め

資
源

管
理

目
標

の
設

定
方

法
を

最
大

持
続

生
産

量
（

Ｍ
Ｓ

Ｙ
）
を

ベ
ー

ス
と

す
る

方
式

に
変

更
し

、

こ
れ

に
基

づ
き

Ｔ
Ａ

Ｃ
を

設
定

し
て

お
り

、
Ｔ

Ａ
Ｃ

対
象

魚
種

は
今

後
拡

大
さ

れ
る

予
定

で
す

。

漁
獲

制
限

な
ど

の
資

源
管

理
措

置
等

を
行

う
に

あ
た

っ
て

は
、
漁

業
者

の
理

解
と

と
も

に
丁

寧
な

対
応

が
求

め
ら

れ
る

こ
と

か
ら

次
の

事
項

を
要

望
し

ま
す

。
 

 1
 

資
源

管
理

目
標

の
考

え
方

や
有

効
性

、
漁

獲
可

能
量

の
算

定
方

法
、

漁
獲

制
限

を
余

儀
な

く

さ
れ

た
と

き
の

経
営

支
援

策
等

に
つ

い
て

十
分

な
説

明
と

情
報

提
供

を
行

う
と

と
も

に
、
関

係

漁
業

者
の

合
意

形
成

を
丁

寧
に

行
う

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。
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 別
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様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

福
岡

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

１
）

新
た

な
資

源
管

理
措

置
に

つ
い

て
【

新
規

】
 

 内
 

容
 

 

国
に

お
い

て
示

さ
れ

た
新

し
い

資
源

管
理

の
推

進
に

向
け

た
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
で

は
、
最

新
の

科

学
的

デ
ー

タ
を

も
と

に
資

源
評

価
を

行
い

、
漁

獲
可

能
量

に
よ

る
管

理
を

基
本

と
し

て
お

こ
な

う

こ
と

と
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
 

新
た

な
資

源
管

理
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
こ

と
は

、
漁

業
者

も
県

も
理

解
し

て
お

り
ま

す

が
、
本

県
が

属
す

る
九

州
を

は
じ

め
と

す
る

西
日

本
で

は
、
釣

り
や

網
な

ど
多

く
の

漁
業

種
類

が

あ
り

、
そ

の
多

く
が

小
規

模
な

沿
岸

漁
業

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
十

分
な

合
意

が
得

ら
れ

ず
、
管

理

体
制

が
整

わ
な

い
中

で
、
資

源
管

理
の

取
組

み
が

始
ま

り
、
極

端
な

漁
獲

制
限

を
さ

れ
れ

ば
、
経

営
が

な
り

た
た

な
く

な
る

の
で

は
と

い
っ

た
不

安
や

管
理

の
実

効
性

が
確

保
で

き
な

い
の

で
は

な
い

か
と

い
っ

た
声

が
良

く
聞

か
れ

ま
す

。
ま

た
、
国

の
資

源
評

価
の

結
果

と
現

場
で

の
感

覚
と

の
間

に
ず

れ
が

あ
る

と
い

っ
た

意
見

や
遊

漁
者

に
対

し
て

も
一

様
に

管
理

に
取

り
組

ま
せ

る
べ

き
と

い
っ

た
意

見
も

ご
ざ

い
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
今

後
の

資
源

管
理

の
実

施
に

あ
た

っ
て

は
、
次

の
点

に
留

意
し

て
行

う
よ

う

要
望

い
た

し
ま

す
。

 

 １
 

資
源

評
価

の
精

度
向

上
を

図
る

こ
と

。
 

２
 

資
源

管
理

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、
慎

重
か

つ
丁

寧
に

議
論

し
、
漁

業
者

の
理

解
と

協
力

を

十
分

に
得

る
と

と
も

に
、

沿
岸

漁
業

の
経

営
に

配
慮

し
て

行
う

こ
と

。
 

３
 

遊
漁

者
に

対
し

て
も

資
源

管
理

に
取

り
組

む
体

制
を

作
る

こ
と

。
 

４
 

資
源

管
理

措
置

に
よ

り
、
や

む
を

得
ず

減
収

等
が

生
じ

た
場

合
は

、
経

営
維

持
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

 

５
 

TA
C
管

理
を

導
入

し
た

場
合

の
、

漁
獲

枠
の

配
分

方
法

、
適

切
な

管
理

期
間

、
漁

獲
量

の
集

計
・
管

理
方

法
な

ど
に

つ
い

て
、
具

体
的

方
針

を
示

し
た

上
で

、
関

係
者

の
理

解
を

得
る

こ
と

。 
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令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

２
）

新
た

な
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

【
新

規
】

 
 内

 
容

 

 

漁
業

法
の

改
正

に
伴

う
T
A
C
魚

種
の

拡
大

に
よ

り
、
本

県
に

お
い

て
も

複
数

の
魚

種
で

T
A
C

導
入

に
係

る
漁

業
者

と
水

産
庁

と
の

意
見

交
換

等
が

進
め

ら
れ

て
い

ま

す
が

、
多

く
の

漁
業

者
・

漁
業

関
係

者
か

ら
、

導
入

後
の

数
量

管
理

が
漁

業
経

営
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
強

い
不

安
の

声
が

聞
か

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。
カ

タ
ク

チ

イ
ワ

シ
、

ウ
ル

メ
イ

ワ
シ

対
馬

暖
流

系
群

に
お

い
て

は
、

水
産

庁
か

ら
、

最
短

で
、

令
和

6
年

1
月

か
ら

段
階

的
に

T
A
C
管

理
が

始
ま

る
と

の
説

明
を

受
け

て
お

り
、

T
A
C
制

度
運

用
上

の
課

題
へ

の
対

応
や

関
係

漁
業

者
の

不
安

解
消

・
意

識
醸

成
等

に

苦
心

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

 

ま
た

、
近

年
は

、
サ

バ
類

や
マ

イ
ワ

シ
と

い
っ

た
既

存
T
A
C
魚

種
に

お
い

て
、

資

源
の

上
振

れ
が

認
め

ら
れ

て
お

り
、
資

源
評

価
の

精
度

向
上

や
よ

り
柔

軟
な

漁
獲

枠

の
利

用
を

求
め

る
漁

業
者

の
声

が
大

き
く

、
こ

の
こ

と
は

既
存

T
A
C
魚

種
の

資
源

管

理
の

枠
組

み
に

支
障

を
来

た
す

ば
か

り
で

な
く

新
規

T
A
C

魚
種

の
管

理
に

お
い

て

も
同

様
の

事
態

が
生

じ
か

ね
な

い
と

強
く

懸
念

し
て

お
り

ま
す

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
要

望
し

ま
す

。
 

 【
新

規
】

 

１
．

漁
業

者
の

理
解

と
意

識
醸

成
に

つ
い

て
 

 
T
A
C
対

象
魚

種
の

追
加

は
漁

業
経

営
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
こ

と
か

ら
、
漁

業

者
や

関
係

団
体

に
わ

か
り

や
す

く
説

明
の

う
え

十
分

な
理

解
と

合
意

を
得

た
う

え

で
慎

重
に

進
め

る
こ

と
。

 

 ２
．

資
源

評
価

の
精

度
向

上
に

つ
い

て
 

資
源

評
価

に
よ

り
T
A
C

数
量

は
算

定
さ

れ
る

が
、

そ
の

数
量

に
つ

い
て

は
資

源

回
復

を
進

め
る

に
あ

た
り

重
要

な
値

で
あ

る
一

方
で

漁
業

経
営

に
大

き
な

影
響

を

与
え

る
数

値
に

な
っ

て
い

る
。

 

こ
の

よ
う

な
こ

と
か

ら
、
資

源
評

価
に

つ
い

て
は

、
利

用
可

能
な

最
大

限
の

漁
獲

デ
ー

タ
を

評
価

に
用

い
る

こ
と

に
加

え
、
同

一
資

源
を

利
用

す
る

外
国

漁
船

や
遊

漁

者
の

漁
獲

実
態

を
踏

ま
え

て
一

層
の

精
度

の
向

上
に

努
め

る
こ

と
。

 

ま
た

、
資

源
評

価
の

精
度

向
上

や
T
A
C
管

理
に

お
い

て
は

、
漁

獲
実

績
の

正
確

か

 
2
4 

/ 
28

 

 つ
迅

速
な

収
集

が
必

要
で

あ
り

、
こ

の
実

現
に

は
漁

獲
報

告
の

デ
ジ

タ
ル

化
が

不
可

欠
で

あ
る

た
め

、
早

期
に

デ
ジ

タ
ル

化
シ

ス
テ

ム
の

全
国

的
運

用
を

図
る

こ
と

。
 

現
在

、
新

た
な

魚
種

に
つ

い
て

の
T
A
C
導

入
が

議
論

さ
れ

て
い

る
が

、
前

述
の

と

お
り

資
源

回
復

及
び

漁
業

経
営

へ
の

影
響

を
十

分
勘

案
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
等

に
示

さ
れ

て
い

る
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
や

ス
テ

ッ
プ

３
ま

で
の

年
数

に

こ
だ

わ
ら

ず
、
精

度
の

高
い

資
源

評
価

結
果

や
適

正
・

柔
軟

な
T
A
C
運

用
方

法
が

得

ら
れ

る
ま

で
は

数
量

管
理

を
行

わ
な

い
こ

と
。

 

 ３
．

T
A
C
管

理
の

柔
軟

な
運

用
に

つ
い

て
 

数
量

管
理

の
導

入
に

あ
た

っ
て

は
、

従
来

か
ら

の
都

道
府

県
間

や
大

臣
管

理
区

分
と

の
漁

獲
枠

の
融

通
、
次

期
管

理
期

間
か

ら
の

前
借

に
つ

い
て

、
よ

り
円

滑
な

実

行
を

図
る

ほ
か

、
複

数
年

管
理

や
迅

速
な

資
源

の
再

評
価

に
よ

る
期

中
の

T
A
C

改

定
を

行
う

な
ど

、
資

源
の

上
振

れ
が

発
生

し
た

と
き

に
採

捕
停

止
に

追
い

込
ま

れ
な

い
仕

組
み

を
構

築
す

る
こ

と
。

 

 ４
．

漁
家

経
営

と
漁

村
の

維
持

に
つ

い
て

 

選
択

的
に

漁
獲

が
で

き
な

い
定

置
網

漁
業

や
単

一
漁

法
・

魚
種

に
依

存
す

る
沿

岸
の

零
細

漁
業

な
ど

、
採

捕
停

止
等

の
影

響
を

大
き

く
受

け
る

可
能

性
の

あ
る

漁
業

者
の

経
営

に
配

慮
し

た
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
、
や

む
を

得
ず

減
収

等
が

生
じ

た

場
合

は
、

経
営

を
維

持
す

る
た

め
の

十
分

な
対

策
を

講
じ

る
こ

と
。

 

ま
た

、
採

捕
停

止
等

に
よ

る
操

業
機

会
や

水
揚

げ
の

減
少

は
、
担

い
手

確
保

や
関

連
産

業
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

か
ら

、
漁

村
の

衰
退

に
つ

な
が

ら
な

い
よ

う
最

大
限

配
慮

す
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

宮
崎

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

３
）

沿
岸

資
源

の
適

正
な

利
用

に
つ

い
て

【
新

規
】

 

 内
 

容
 

 

令
和

２
年

12
月

か
ら

施
行

さ
れ

た
改

正
漁

業
法

の
下

で
は

、
資

源
管

理
は

Ｔ
Ａ

Ｃ
に

よ
り

行

う
こ

と
が

基
本

と
さ

れ
、
水

産
庁

が
示

す
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
に

基
づ

き
、
魚

種
の

追
加

に
向

け
た

資

源
管

理
手

法
検

討
部

会
等

が
開

催
さ

れ
て

い
る

。
 

 
新

た
な

資
源

管
理

の
推

進
に

あ
た

っ
て

は
、
関

係
す

る
漁

業
者

の
理

解
と

協
力

を
得

た
上

で
進

め
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、
新

た
に

導
入

さ
れ

た
「

Ｔ
Ａ

Ｃ
管

理
の

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
」
で

は
、

漁
業

者
へ

の
十

分
な

説
明

、
理

解
が

進
ま

な
い

ま
ま

通
常

Ｔ
Ａ

Ｃ
に

向
け

た
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
が

進

ん
で

い
る

状
況

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

次
の

事
項

を
要

望
す

る
。

 

 

１
 

漁
業

者
が

安
心

し
て

資
源

管
理

に
取

り
組

め
る

よ
う

、
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
等

に
と

ら
わ

れ
ず

、

資
源

管
理

手
法

検
討

部
会

等
で

丁
寧

な
説

明
、
議

論
を

尽
く

し
、
漁

業
者

の
納

得
を

図
っ

た
上

で
進

め
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

長
崎

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

４
）

沿
岸

漁
業

と
沖

合
漁

業
（

大
臣

許
可

漁
業

）
と

の
調

整
に

つ
い

て
【

新
規

】
 

（
沖

合
漁

業
の

代
船

建
造

に
伴

う
沿

岸
漁

業
者

と
の

調
整

）
 

 内
 

容
 

 

本
県

対
馬

周
辺

海
域

は
、
沖

合
漁

業
（

大
中

型
ま

き
網

漁
業

や
沖

合
底

び
き

網
漁

業
）
と

沿
岸

漁
業

で
漁

場
が

競
合

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

れ
ま

で
水

産
庁

の
仲

介

の
も

と
関

係
者

間
で

定
期

的
に

協
議

や
意

見
交

換
を

行
い

な
が

ら
、
操

業
秩

序
の

維

持
に

努
め

て
き

た
と

こ
ろ

で
す

。
 

こ
の

よ
う

な
な

か
、
沖

合
漁

業
者

は
安

全
性

の
確

保
や

居
住

性
の

向
上

を
理

由
に

国
の
「

も
う

か
る

漁
業

創
設

支
援

事
業

」
を

活
用

し
て

船
体

の
大

型
化

を
伴

う
代

船

建
造

を
実

施
ま

た
は

計
画

し
て

い
ま

す
。

 

沿
岸

漁
業

者
は

こ
れ

に
対

し
、
船

体
の

大
型

化
に

よ
り

漁
獲

圧
が

増
加

し
、
資

源

の
減

少
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
を

強
く

懸
念

し
て

い
ま

す
。

 

こ
の

た
め

、
沿

岸
漁

業
と

沖
合

漁
業

と
の

間
の

相
互

理
解

に
よ

る
操

業
秩

序
を

引

き
続

き
確

保
す

る
た

め
、

次
の

と
お

り
要

望
し

ま
す

。
 

 

【
新

規
】

 

１
．
沖

合
漁

業
に

お
け

る
船

体
の

大
型

化
を

伴
う

代
船

の
導

入
に

あ
た

っ
て

は
、
操

業
条

件
の

調
整

を
含

め
沿

岸
漁

業
者

の
理

解
を

得
る

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

熊
本

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 

 要
望

事
項

 

 （
２

５
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
に

つ
い

て
【

一
部

変
更

】
 

 内
 

容
 

 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
は

、
永

き
に

亘
り

漁
業

権
の

免
許

や
許

可
方

針
等

の
協

議
、
県

内
及

び

隣
接

県
と

の
漁

業
調

整
、
資

源
管

理
に

至
る

ま
で

、
幅

広
い

役
割

を
担

い
、
漁

業
制

度
の

円
滑

な

運
営

を
確

保
し

て
き

た
。

 

令
和

２
年

に
改

正
さ

れ
た

新
た

な
漁

業
法

で
は

、
水

面
を

総
合

的
に

利
用

し
、
も

っ
て

漁
業

生

産
力

を
発

展
さ

せ
る

と
い

う
目

的
を

掲
げ

て
お

り
、

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

果
た

す
役

割
は

、

大
き

く
な

っ
て

い
る

。
 

平
成

３
１

年
度

ま
で

の
５

年
間

に
お

い
て

海
区
漁

業
調

整
委

員
会

の
開

催
は

、
年

間
約

９
回

で

あ
っ

た
が

、
令

和
２

年
度

以
降

の
３

年
間

は
、

年
間

約
１

７
回

と
倍

増
し

て
い

る
。

開
催

回
数

が

増
加

し
た

結
果

、
人

件
費

や
会

場
借

上
費

が
増

加
し

、
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

 
つ

い
て

は
、

一
定

額
の

予
算

措
置

は
な

さ
れ

て
い

る
も

の
の

、
国

に
よ

る
更

な
る

予
算

措
置

を

要
望

す
る

。
 

 

１
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
及

び
強

化
 

 
 

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
が

、
今

後
も

漁
業

調
整

機
構

と
し

て
の

役
割

を
十

分
果

た
し

、
地

域

漁
業

の
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

に
、
安

定
的

な
財

政
基

盤
を

確
保

す
る

よ
う

措
置

す
る

と
と

も

に
、

財
政

基
盤

が
強

化
で

き
る

よ
う

更
な

る
予

算
措

置
を

行
う

こ
と

。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

（
要

望
事

項
）

 

沖
縄

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
 

 要
望

事
項

 

 （
２

６
）

違
法

操
業

の
取

締
強

化
に

向
け

た
対

応
に

つ
い

て
【

継
続

】
 

 内
 

容
 

 

沖
縄

県
内

に
お

い
て

も
、
非

漁
業

者
や

遊
漁

者
等

に
よ

る
密

漁
が

問
題

と
な

っ
て

お
り

、
今

般
、

海
上

保
安

庁
に

よ
る

摘
発

件
数

は
増

加
傾

向
で

あ
る

。
密

漁
者

は
人

里
離

れ
た

へ
き

地
で

活
動

す

る
こ

と
も

多
く

、
こ

れ
ら

の
地

域
に

お
い

て
、
地

元
漁

協
が

自
主

的
パ

ト
ロ

ー
ル

を
行

う
に

は
限

界
が

あ
る

た
め

、
そ

れ
ら

に
対

す
る

総
合

的
な

支
援

は
必

要
不

可
欠

で
あ

る
。
ま

た
、
海

上
保

安

庁
や

警
察

等
の

応
援

要
請

に
時

間
を

要
す

る
へ

き
地

等
で

の
摘

発
は

容
易

で
は

な
い

こ
と

か
ら

、
 

 
 

以
下

の
事

項
を

要
望

す
る

。
 

 １
 関

係
機

関
と

の
連

携
強

化
 

海
上

保
安

庁
、
警

察
庁

及
び

水
産

庁
の

連
携

を
強

化
し

、
県

の
漁

業
監

督
吏

員
と

も
適

宜
情

報
を

共
有

し
、

迅
速

に
対

応
が

図
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

 

 ２
 漁

業
取

締
体

制
の

強
化

 

本
県

の
漁

業
監

督
吏

員
の

資
質

向
上

の
た

め
の

訓
練
・
研

修
等

を
行

い
、
十

分
な

人
員

が
確

保
で

き
る

よ
う

に
、

制
度

面
・

財
政

面
で

の
支

援
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ３
 密

漁
さ

れ
た

水
産

物
の

流
通

防
止

 

市
場

や
小

売
店

な
ど

に
お

い
て

、
密

漁
さ

れ
た

水
産

物
を

主
体

的
に

排
除

す
る

よ
う

に
、
啓

発
活

動
を

強
化

す
る

。
ま

た
そ

の
実

効
性

を
持

た
せ

る
た

め
に

、
違

法
漁

獲
物

の
流

通
に

対
す

る
規

制
を

強
化

す
る

こ
と

。
 

 ４
 パ

ト
ロ

ー
ル

等
へ

の
支

援
 

地
元

漁
協
・
漁

業
者

が
実

施
す

る
密

漁
パ

ト
ロ

ー
ル

に
伴

う
休

業
に

対
す

る
費

用
や

密
漁

防

止
看

板
の

設
置

に
か

か
る

費
用

等
に

対
し

、
総

合
的

な
支

援
策

を
図

る
こ

と
。
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 別
紙

様
式

２
 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
見

直
し

及
び

禁
漁

 

期
間

の
設

定
に

つ
い

て
 

意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
の

操
業

禁
止

区
域

の
拡

大
並

び
に

適
正

操
業

の
指

導
強

化
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 2
 /

 1
3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
３

）
大

中
型

ま
き

網
漁

業
及

び
沖

合
底

び
き

網
漁

業
に

お
け

る
操

業
禁

止
区

域
の

見
直

し
拡

大
等

に
つ

い
て

 

意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
４

）
我

が
国

Ｅ
Ｅ

Ｚ
内

に
お

け
る

韓
国

は
え

縄
漁

船
の

操
業

禁
止

及
び

取
締

強
化

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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13

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
５

）
日

中
・

日
韓

新
漁

業
協

定
の

発
効

等
に

伴
う

今
後

の
対

策
等

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
６

）
日

本
近

海
に

お
け

る
外

国
漁

船
違

法
操

業
取

締
の

強
化

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 4
 /

 1
3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
７

）
東

シ
ナ

海
に

お
け

る
漁

船
の

安
全

操
業

確
保

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
８

）
日

中
漁

業
協

定
等

に
基

づ
く

外
国

漁
船

の
操

業
条

件
等

の
堅

持
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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/ 
13

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
９

）
日

台
漁

業
取

決
め

の
見

直
し

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

０
）

日
中

漁
業

協
定

の
見

直
し

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 6
 /

 1
3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
佐

賀
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

１
）

ク
ロ

マ
グ

ロ
資

源
の

適
正

利
用

及
び

零
細

漁
業

者
の

経
営

支
援

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 当
海

区
要

望
分

。
 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

２
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
宮

崎
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

３
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
鹿

児
島

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

４
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
資

源
管

理
の

強
化

に
伴

う
経

営
安

定
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 8
 /

 1
3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

５
）

太
平

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

（
大

型
魚

）
の

適
正

な
資

源
管

理
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
佐

賀
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

６
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
に

よ
る

危
険

行
為

の
防

止
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 当
海

区
要

望
分

。
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 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

７
）

ミ
ニ

ボ
ー

ト
及

び
Ｓ

Ｕ
Ｐ

に
よ

る
海

難
事

故
の

防
止

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
１

８
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
制

度
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       
 

 
1
0 

/ 
13

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
大

分
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
１

９
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

運
営

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
大

分
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
２

０
）

改
正

漁
業

法
に

お
け

る
新

た
な

資
源

管
理

措
置

等
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

      
 

-51-



 
11

 /
 1

3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
福

岡
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

１
）

新
た

な
資

源
管

理
措

置
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

２
）

新
た

な
資

源
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       

 
1
2 

/ 
13

 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
宮

崎
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
２

３
）

沿
岸

資
源

の
適

正
な

利
用

に
つ

い
て

 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
長

崎
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

４
）

沿
岸

漁
業

と
沖

合
漁

業
（

大
臣

許
可

漁
業

）
と

の
調

整
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

       

-52-



 
13

 /
 1

3 

 別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
熊

本
県

連
合

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
）

 

 （
２

５
）

海
区

漁
業

調
整

委
員

会
の

財
政

基
盤

の
確

保
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。

 

        別
紙

様
式

 

 

令
和

５
年

度
全

国
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

連
合

会
九

州
ブ

ロ
ッ

ク
会

議
に

 

係
る

提
案

議
題

に
対

す
る

意
見

 

佐
賀

県
連

合
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

 
 

 
 

 要
望

事
項

（
沖

縄
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

）
 

 （
２

６
）

違
法

操
業

の
取

締
強

化
に

向
け

た
対

応
に

つ
い

て
 

 意
 

見
 

 要
望

の
趣

旨
に

賛
同

し
ま

す
。
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